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議案第５０号

副市長の選任について

本市副市長に別紙の者を選任したいので，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１６２条の規定により，議会の同意を求める。

令和７年３月１２日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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別 紙（議案第５０号）

住 所 東京都板橋区

氏 名 村 田 啓 之

生



議案第５１号

令和７年度大崎市一般会計補正予算（第１号）

令和７年度大崎市一般会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，１８３，３９１千

円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６４，３２６，６

０９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為の変更は，「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の変更は，「第３表 地方債補正」による。

令和７年３月１２日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 9,503,642 △339,715 9,163,927

2 国 庫 補 助 金 1,756,607 △339,715 1,416,892

19 繰 入 金 2,913,522 △112,676 2,800,846

1 基 金 繰 入 金 2,913,522 △112,676 2,800,846

22 市 債 5,534,100 △731,000 4,803,100

1 市 債 5,534,100 △731,000 4,803,100

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 47,558,736 47,558,736

歳        入        合        計 65,510,000 △1,183,391 64,326,609

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

4 衛 生 費 7,001,358 17,504 7,018,862

1 保 健 衛 生 費 4,898,354 17,504 4,915,858

8 土 木 費 6,644,109 △376,812 6,267,297

2 道 路 橋 り ょ う 費 2,100,845 △363,812 1,737,033

4 都 市 計 画 費 3,109,541 △13,000 3,096,541

10 教 育 費 6,997,025 △824,083 6,172,942

1 教 育 総 務 費 1,542,894 △29,333 1,513,561

2 小 学 校 費 1,213,634 △685,480 528,154

6 保 健 体 育 費 2,117,909 △109,270 2,008,639

12 公 債 費 9,442,202 0 9,442,202

1 公 債 費 9,442,202 0 9,442,202

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 35,425,306 35,425,306

歳        出        合        計 65,510,000 △1,183,391 64,326,609
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変更 （単位：千円）

第 ２ 表　　債　務　負　担　行　為　補　正

変　更　前 変　更　後
期　　間 限度額 期　　間 限度額

おおさき日本語学校留学生奨学支援
金

令和８年度 40,095 令和８年度 56,430

事　　　項
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変更 （単位：千円）

第 ３ 表　　地　方　債　補　正

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

道路新設改
良事業

961,300 

証書
借入
又は
証券
発行

3.0％以内
（ただし，利
率見直し方式
で借入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて，利率
の 見 直 し を
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率）

起債年度から据
置期間を含め30
年以内に元利均
等償還又は元金
均等償還により
償還する。ただ
し，融通条件又
は財政の都合に
より償還年限を
短縮し，若しく
は低利債に借り
換えることがで
きる。

804,100 
補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

街路整備事
業

86,100 同上 同上 同上 74,400 同上 同上 同上

学校教育環
境整備事業

24,300 同上 同上 同上 3,100 同上 同上 同上

小学校施設
改修事業

448,900 同上 同上 同上 6,800 同上 同上 同上

学校給食施
設整備事業

98,800 同上 同上 同上 0 

起債の目的
限度額

起債
の

方法
利率 償還の方法 限度額

起債
の

方法
利率

償還
の

方法
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